
第３次八女市環境基本計画策定業務委託に係る公募型プロポーザル審査

要領

第３次八女市環境基本計画策定業務委託にあたり、最も適した契約の相手方となる

受託候補事業者を、厳正かつ公正に決定するため、第３次八女市環境基本計画策定業

務受託候補事業者審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。

１．審査委員会（委員５名）

２．審査方法

企画提案書等の内容について、下記によりプレゼンテーションを行い、市の求め

る水準以上の提案を行った事業者の中から、評価が最も高い者を受託候補事業者と

する。

① プレゼンテーション２０分以内、その後、質疑応答１０分以内とする。

② 参加者（説明者）は３名以内とし、本業務を受注したときの総括責任者、主担

当者の出席を求める。

３．審査内容

① 提案内容について

・委託目的との整合性・業務内容の理解度・提案内容の的確性

・八女市に関する現状認識、分析の妥当性・国内外の情勢の把握

・スケジュールの妥当性・説明、受け答えの的確性、説得力

・業務支援体制

② 実施体制について

・業務執行体制、要員配置の妥当性

・主任技術者、担当技術の知識、経験、実績

③ 見積価格について

・見積価格の妥当性

４．審査要領（評価基準）

（１）評価について

○ 審査は別紙審査表により評価を行い、各項目それぞれ５点満点とし、優秀５点、

優良４点、普通３点、やや劣る２点、劣る１点とし、その合計を評価点とする。

○ 評価点が同点の場合は、高く評価した審査員の数が多い方を上位とする。



なお、高く評価した審査員の数も同数の場合は、審査員の協議により上位を

決定する。

（２）価格の妥当性について

○ 見積金額（令和７年度、令和８年度合計額）を審査し、価格が妥当かどうかの

評価を行う。

（３）総合評価

○ 価格の妥当性について妥当と判断された提案者について、評価が高い順に受託

候補者順位として決定する。



審査表（第３次八女市環境基本計画策定業務委託）

提案事業者名（ )

審査基準 審査内容 配点 採点

書
類
審
査

業務実績

（5点）
・環境基本計画に類する環境計画の策定または

改定の実績があるか
5

担当者実績

（5点）
・主任技術師、担当技術員の環境基本計画に類す

る環境計画の策定又は改定の実績があるか
5

業務体制

（5点）
・実施体制、支援体制、役割分担等の具体的内容

が整っているか
5

業務工程

（5点）
・業務を実施するにあたってのスケジュールが

整理されており、具体性・実現性があるか
5

合計 20

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
審
査

本市の現状把握

（10点）
・本市の環境に関する現状・特性を理解している

か
5

・本市の環境基本計画及びその上位計画と関連

計画を理解し、その整合性を考慮しているか
5

国内外の情勢の把握

（5点）
・国・県が策定した環境基本計画や、持続可能な

開発(SDGs)、パリ協定、カーボンニュートラルな

どの環境に関する情勢を理解し、その整合性を

考慮しているか

5

分析・課題の整理

（10点）
・本市の現状、国内外の情勢を分析できている

か。
5

・八女市の取り組むべき課題が整理できるよう

な提案となっているか
5

業務支援体制

（15点）
・計画策定に係る各種会議等の運営支援体制が

整備されているか
5

・担当者の知識経験実績が評価できるか 5
・本市の要望に対する対応や柔軟性等が評価で

きるか
5

計画の企画立案能力

（10点）
・計画策定に対する考え方や方法が妥当で明確

であるか
5

・本市の特性に合った環境関連施策の展開を目

指した計画策定が期待できるか
5

合計 50

総合計 70


